
請求事務を担当される方は、御一読ください。 

平成３０年５月１日発行  

について、ご理解・ご協力をお願いします。  

静岡県国保連合会では、保険者（市町）の委託を受け、介護給付適正化縦 覧
じゅうらん

点検を実施し

ています。  

点検の結果、請求内容について当該事業所に対し照会（郵送又は電話）を行い、請求誤り

が判明した場合は、過誤
か ご

取下げの手続きをさせていただいております。  

また、本会では取り下げ後に再請求された明細書についても、再度点検を実施しておりま

す。適正な介護保険請求をお願いします。  

 

★「介護給付適正化縦覧点検」における点検項目（※代表的な項目を抜粋）

【1】居宅介護支援請求におけるサービス実施状況  

・サービス実施の有無について  

【2】重複請求縦覧チェック＜サービス間、事業所間の整合性の確認＞  

・請求明細書の重複チェック（サービス種類の相互関係）  

・1 人の利用者に対し 1 事業所のみ算定可能なサービスのチェック  

・（介護予防）居宅療養管理指導に対する重複チェック  

【3】算定期間回数制限縦覧チェック＜複数月の明細書における算定回数の確認＞  

・最大連続入所日数に対するチェック（短期入所生活介護、短期入所生活介護長期利用減算等）  

・「新規計画作成時等」に対するチェック①（居宅介護支援、介護予防支援＜初回加算＞）  

・「新規計画作成時等」に対するチェック②（（予防）訪問介護、（予防）訪問看護＜初回加算＞） 

・「短期集中リハビリテーション実施加算」に対するチェック（訪問リハ、通所リハ、老健施設） 

【4】単独請求明細書における準受付審査チェック  

・「入所日から」に対するチェック（小規模多機能型居宅介護、定期巡回＜初期加算＞等）  

・「退所につき（入所 1 月超）」又は「1 月につき」に対するチェック  
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★縦覧点検では、サービス提供月から８ヶ月後（※審査支払決定済）に照会をさせていただ

いております。  

【照会例】  

平成 30 年４月サービス提供分  →（８ヶ月後）→  平成 30 年１２月縦覧点検・照会

介護給付適正化縦覧点検では、サービス事業所間の相互関係や、複数月にわたり連続して請求されている

サービスについて、過去の請求実績に対し実施しています。  

そのため、請求内容に誤りがない場合においても、事業所の方に照会をさせていただく場合がございます

が、ご理解とご協力をお願いします。  
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